
児施設  

（医療型）  第1種自閉症児施設入所者の例（20歳未満）  
（平均事業費（福祉）12．1万円、（医療）20．2万円）  

※18歳未満の場合  

合計   
福祉部分  医療部分  

利用者負担額  利用者負担額   
食費（標準負担額）   

45，000円   12，100円   20，200円   12，700円（＠780円）   

16，000円   12，100円   3，900円   0円（＠0円）   

16，000円   12，100円   3，900円   0円（＠0円）   

16，000円  12，100円  

3，900円   0円（＠0円）   

【11，400円】  【7，500円】  

（現行）   合計   

一 般   

（所得割2万円以上）   
19，600円＊  

一 般   4，500円／   

（所得割2万円未満）   6，600円   

低所得Ⅱ   2，200円   

低所得Ⅰ   2，200円   

★課税世帯の平均徴収額  

【】内は社会福祉法人減免後の額  
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－12－  

（別添5）  

20歳以上の児童福祉施設（医療型）入所者／20歳以上の療養介護利用者の利用者負担（10月施行  

福祉部分の利用者負担上限額   医療部分の利用者負担上限額   食責（標準負担額）   

月  ○ 福祉型の利用者負担と同額   ○ 老人保健制度の上限額を参考に設定   
額  
負  ・ 生活保護  0円   ・生活保護  0円   

担 上  低所得I15，000円   ▲ 低所得I15，000円  ○ 健康保険の標準負担額  
限  低所得Ⅱ 24，600円   t 低所得Ⅱ 24，600円   
額  ・ 一般  
等  

37，200円   ・一般  40，200円   

○ 資産が少ないなど負担能力の乏しい者について、福祉部分及び医療部分の定率負担並びに食妻負担をした場合において、その他  
生活費として一定額が手元に残るよう、その負担を減免（3年間の経過措置）。  

→ 障害者施設において、3年間の経過措置として、定率負担部分を減免していることを踏まえ、児童福祉施設においても、福祉部分  

及び医療部分の定率負担について、個々の障害者の収入状況に応じ、負担軽減措置を実施。   

負   認定収入額  

担 軽  
負担額  

減免額  

2  

0 歳   

その他生活費l食費の標準負担額l福祉部分利用者負担額暮医療部分利用者負担額 

以 上  
＊その他生活費は、2．5万円   

施  Ⅱ．Ⅰにより計算された負担頻（①＋②＋③が利用者負担額）   
設  
）  A 医療部分利用者負担額＞減免額の場合  

①食事の標準負担額  ②福祉部分利用青魚担額  

③減免後医療部分利用者負担額＝医療部分利用者負担額一減免額  

B 医療部分利用者負担額≦減免額の場合  

（D食事の標準負担額  

②減免後福祉部分利用者負担額＝医療部分利用者負担額＋福祉部分利用青魚担額一減免額  

③減免後医療部分利用者負担額＝0円   

12   



児施設  

（医療型）  児童福祉施設（医療型）入所者の例（20歳以上）  

重症心身障害児施設 平均事業費（福祉）22．9万円、（医療）41．4万円  

合計   
福祉部分  医療部分  

利用者負担額  利用者負担額   
食費（標準負担額）   

87，280円   22，900円   40，200円   24，180円（＠780円）   

55，000円   22，900円   17，220円   
14．880円（＠480円）   

（62，380円）   （22，900円）   （24，600円）   

41，000円   15，000円   11，120円   
14，880円（＠480円）   

（44，880円）   （15，000円）   （15，000円）   

（現行）   合計   

般  90，000円＊   

低所得Ⅱ  
49，800円   

（年金1級）  

低所得Ⅰ  
39，800円   

（年金2級）  

（）内は個別減免が無い場合の額  
★負担上限額  

第1種自閉症児施設 平均事業費（福祉）12．1万円、（医療）20．2万円  

合計   
福祉部分  医療部分  

利用者負担額  利用者負担額   
食費（標準負担額）   

56，480円   12，100円   20，200円   24，180円（＠780円）   

12，100円  20，200円  
47，180円  

（個別減免不要）  く個別減免不要）   
14，880円（＠480円）   

41，000円   12，100円   14，020円   

（15，000円）   
14，880円（＠480円）   

（41，980円）   （12，100円）  

（翠行）   合計   

般  50，000円＊   

低所得Ⅱ  
49，800円   

（年金1級）  

低所得Ⅰ  
39，800円   

（年金2級）  

★負担上限額  
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－14－  

（別添6）  
20歳未満の児童福祉施設（医療型）適所者の利用者負担（10月施行）  

○ 学齢期前（肢体不自由児通園施設：平均事業費（福祉）4．9万円、（医療）4．5万円）  

（現行）   合計   

一般   

（所得割2万円以上）   
18，700円＊  

一般   

（所得割2万円未満）   
2，200円  

低所得Ⅱ   1，100円   

低所得Ⅰ   1，100円  

合計   
福祉部分  医療部分  

利用者負担  利用者負担   
食費（実費）   

23，700円   4，900円   4，500円   14，300円   

15，500円   5，900円   4，500円   5，100円   

12，240円   6，200円   4，500円   1，540円   

12，240円   6，200円   4，500円   1，540円  

＊課税世帯の平均徴収額   

○ 学齢期（20歳未満）（肢体不自由児通園施設：平均事業費（福祉）4．9万円、（医療）4．5万円）  

（現行）   合計   

一般   18，700円＊   

低所得Ⅱ   1，100円   

低所得Ⅰ   1，100円   

合計   
福祉部分  医療部分  

利用者負担  利用者負担   
食費（実費）   

23，700円   4，900円   4，500円   14，300円   

15，500円   5，900円   4，500円   5，100円   

15．500円   5，900円   4，500円   5，100円   

■課税世帯の平均徴収額  
14   



、、1810‘－ゝ  日に′、  上の 意Ⅰについて  

の一  旦盾しについて  120；」舌入戸）  
○一般世帯のうち、所得割2万円以下の世帯について補足給付簸を拡大したことに伴う  
所得の認定については、障害者施設につい ては、1綿4月に利用者負担の見直しを  
行っていることから、18年4月認定時の申請資料（16年収入に基づく課税状況資料）に   
基づき行うことも差し支えないこととする0  

2 堂旧の、戸 設に、t 一用 旦について  

申請者が一般世帯（所得割2万円未満世帯）該当である  ○適所施設利用者については、   

場合には、食費負担軽減措置が適用されることから、該当世帯については、  
盤玉屋鮎週虹麹 過すること0  
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－16－  

負担の軽減措置 生活保護への移行予防措置（医療型障害児施設（入所）・療養介護 20歳以上）  

＜減免方法＞  

（D定率負担（医療）の減免措置  

医療部分の定率負担を負担しなければ、生活保護の適用対象でなくなる場合には、生活保護の適用対象でなくな  
るまで月親負担上限額の区分を下げる。  

負担上限額40，200円 →24，600円 →15，000円 → 0円  

※「高額療養費及び老人医療の高額療養章等の生活保護法における取扱いについて」（平成14年9月30日社援保発  

第0930001号厚生労働省社会・援護局保護課長通知）に定める医療保険等の自己負担限度額の減額措置をまず  

適用すること。  

②定率負担（福祉）の減免措置   

施設入所者について、①の措置を講じた上で、福祉部分の定率負担を負担すると、生活保護の適用対象でなくな   
る場合には、生活保護の適用対象でなくなるまで月額負担上限額の区分を下げる。  

負担上限額37，200円 →24，600円 →15，000円 → 0円   

③①及び②の措置を講じた上で、一般世帯について、食事の標準負担額を負担しなければ、生活保護の適用対象で   
なくなる場合には、生活保護の適用対象でなくなるまで月額負担上限額の区分を下げる。（入所施設に限る。）  

負担上限額24，180円（260円×3食×31日）→14，880円（160円×3食×31日）  

④①～③の措置を受けても食真の実費負担により、生活保護の対象となる者について、施設が、社会福祉法人減免   
制度により、食真の実費負担を0円に減免した場合に、生活保護の対象でなくなる者については、食費の実費負担   
を0円とし、減免した施設に対し、減免額の一部を公費助成する。（入所施設に限る。）  

低所得世帯   一般世帯   

定率負担（医療）   24，600→15，000→0   40，200→24，600→15，000→0   
福祉型障害児施  

②   定率負担（福祉）   24，600→15，000→0   37，200→24，600一→15，000→0   設と同じ魚まで負   
担   

食事療養に係る棲準負担額   14，880   24，180－→14，880   
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負担の軽減措置 生活保護への移行予防措置（医療型障害児施設（入所）・療養介護 20歳未満）  

＜減免方法＞  

① 食事療養に係る標準負担額を負担しなければ、生活保護の適用対象でなくなる場合には、生活保護の適用対象で   

なくなるまで月額負担上限額の区分を下げる。  
負担上限額24，180円（260円×3食×31日）→14，880円（160円×3食×31日）→0円  

②定率負担（医療）の減免措置  

施設入所者について、（Dの措置を講じた上で医療部分の定率負担を負担すると生活保護の適用対象となる者につ   

いては、生活保護の適用対象でなくなるまで月額負担上限額の区分を下げる。  
負担上限額40，200円 →24，600円 →15，000円 →10，000（1，000）円★   

※「高額療養糞及び老人医療の高額療養費等の生活保護法における取扱いについて」（平成14年9月30日社援保発   
第0930001号厚生労働省社会・援護局保護課長通知）に定める医療保険等の自己負担限度額の減額措置をまず適   

用すること。  

③定率負担（福祉）の減免措置  
①及び②の措置を受けても福祉部分の定率負担を負担すると、生活保護の適用対象となる場合には、生活保護の   

適用対象でなくなるまで月額負担上限額の区分を下げる。  
負担上限額37，200円 →24，600円 →15，000円→ 0円  

低所得世帯   一般世帯   
福祉型障害児施  

①  食事療養に係る標準負担額   14，880→0   24，180→14，880→0   設と同じ頼まで負   

担  

②   定率負担（医療）   
（1，000）   24，600→15，000→10，000  40，200→24，600→15，000→10，000      （1，000）   

③   定率負担（福祉）   24，600→15，000→0   37，200→24，600→15，000→0  18・19歳10，000  ※18歳未満1，000  
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－18－  

負担の軽減措置 生活保護への移行予防措置（医療型障害児施設（通所））   

＜減免方法＞  

①定率負担く医療）の減免措置  
施設入所者について、①の措置を講じた上で医療部分の定率負担を負担すると生活保護の適用対象となる者につ   

いては、生活保護の適用対象でなくなるまで月額負担上限額の区分を下げる。  
負担上限額40，200円 →24，600円 →15，000円 → 0円   

※ 「高額療養費及び老人医療の高額療養費等の生活保護法における取扱いについて」（平成14年9月30日社援保   

発第0930001号厚生労働省社会・援護局保護課長通知）に定める医療保険等の自己負担限度額の減額措置をまず   

適用するものであること。  

②定率負担（福祉）の減免措置   

①及び②の措置を受けても福祉部分の定率負担を負担すると、生活保護の適用対象となる場合には、生活保護の   

適用対象でなくなるまで月額負担上限額の区分を下げる。  
負担上限額37，200円 →24，600円 →15，000円→0円  

低所得世帯   一般世帯  
福祉型障害児施  

十   定率負担（医療）   24，600→15，000→0   40，200→24，600→15，000→0   設と同じ頼まで負   
担  

②   定率負担（福祉）   24，600→15，000→0   37，200一→24，600→15．000→0   

18   



生活保護への移行予防措置（療養介護）  

＜具体的な手続き＞   

○ 利用者は福祉事務所に生活保護の申請を行う。  
①20歳以上   

1療養介護定率負担の減免措置のみを行えば生活保護の対象者とならない場合  
福祉事務所は保護を却下し、却下通知書に「療養介護定率負担（医療）減額相当」であること又は  

「療養介護定率負担（医療及び福祉）減額相当」であること、軽減すべき負担上限額を記載する。  
21の措置に加え、療養介護医療に係る食費の実費負担を減額すれば、保護を要しなくなる場合  

福祉事務所は、保護を却下し、却下通知書に、  

－「療養介護医療食事療養費軽減対象」  

・生活保護において認定した額及びその世帯に適用される生活保護の最低生活費の額を記載する。   
3 2を講じても生活保護の対象となる場合であって、社会福祉法人等が、食費等実費負担額減免制度に  
より、食事療養費を減免した場合に、生活保護の対象でなくなる場合については、食事療養費の負担を  
0円とし、減免した施設に対し、減免額の一部を公費助成する。  

②20歳未満   
1食費の実費負担額を減額すれば、保護を要しなくなる場合  

福祉事務所は、保護を却下し、却下通知書に、  
・「療養介護医療食事療養費軽減対象」  

と記載する。   
21の措置に加え、療養介護定率負担減額措置を行えば保護を要しなくなる場合  

福祉事務所は保護を却下し、却下通知書に  
・「療養介護定率負担く医療）減額相当」であること又は「療養介護定率負担（医療及び福祉）減額相  

当」であること、軽減すべき負担上限額を記載する  
・生活保護において認定した額及びその世帯に適用される生活保護の最低生活費の額を記載する。  

○ 利用者は療養介護定率負担の減免の申請書に保護の却下通知書を添えて都道府県等に減免の申請をする。   
都道府県等は、保護の却下通知書に記載された情報を元に、月額負担上限額を決定する。  

19   
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－20一  

生活保護への移行予防措置（医療型障害児施設）  

＜具体的な手続き＞   

○ 利用者は福祉事務所に生活保護の申請を行う。  
① 20歳以上   

1定率負担の減免措置のみを行えば生活保護の対象者とならない場合  

福祉事務所は保護を却下し、却下通知書に「障害児施設支援定率負担（医療）減額認定相当」である  
こと又は「障害児施設支援定率負担（医療及び福祉）減額認定相当」であること、軽減すべき負担上限額  

を記載する。  
2 施設入所者については、1の措置に加え、障害児施設医療に係る食費の実費負担額を減額すれば、  
生活保護の対象とならない場合  

福祉事務所は、保護を却下し、却下通知書に、  

・「障害児施設医療食事療養費軽減対象者」  
・生活保護において認定した収入額、その者に適用される生活保護の最低生活費の額を記載する。  

3 2を講じても生活保護の対象となる場合であって、社会福祉法人等が、食責等実費負担額減免制度に  
より、食事療養費を減免した場合に、生活保護の対象でなくなる場合については、食事療養費の負担を  
0円とし、減免した施設に対し、減免額の一部を公費助成する。  

②20歳未満   
1食費の実責負担額を減額すれば、生活保護の対象とならない場合（入所施設のみ）  

福祉事務所は、保護を却下し、却下通知書に、  

・「障害児施設医療食事療養費軽減対象者」  
を記載する。  

21の措置に加え、定率負担減額措置を行えば生活保護の対象者とならない場合  
福祉事務所は保護を却下し、却下通知書に  

・「障害児施設支援定率負担（医療）減額相当」であること又は「障害児施設支援定率負担（医療及び  

福祉）減額相当」であること、軽減すべき負担上限額を記載する  
・生活保護において認定した収入額、その者に適用される生活保護の最低生活費の額を記載する。  

○ 利用者は障害児施設支援定率負担の減免の申請書に保護の却下通知書を添えて都道府県等に減免の申請をする。   
都道府県等は、保護の却下通知書に記載された情報を元に、月額負担上限額を決定する。  

20   




